
 1 

 

地域モビリティ計画としての 

公共交通と自転車との連携に向けて 

 

 

岡村 敏之 1 

 
1正会員, 博士 (工学) , 東洋大学 国際学部  (〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20)  

E-mail: okamura@toyo. jp 

 

日本では地域のモビリティのマスタープランと呼べるものとして，公共交通は「地域公共交通計画」，自

転車は「自転車活用推進計画」が法的に位置付けられている．人々の移動の体系からは極めて親和性の高

いこれらのモードは，本来は「地域モビリティ」として一体的な計画がなされるべきと考えられるが，こ

の両者が計画として明示的に連携／一体化する動きは現状ではほぼ見られない．このように計画体系上は

別個に存在している「公共交通」と「自転車」について，各自治体の個別の計画策定において実質的な連

携がありえるのか，という問題意識のもとで，本稿では，とくに自転車のうち「シェアサイクル」に着目

して，自治体の計画上の位置づけと公共交通との関係性を調査するとともに，シェアサイクルの利用デー

タを公開していた自治体（千葉市）を対象に，シェアサイクルの地域モビリティとしての位置づけという

観点からの利用履歴データの分析を試みる． 
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1. はじめに 

 

通勤・通学をはじめとする地域住民の社会生活のための

移動や，その地域への来訪者の地域内での移動など，地域

社会における人々のさまざまな移動を担保する機能を

「地域モビリティ」とよぶことにしよう 1）．これは，

鉄道やバスなどの様々なモードで構成され，そのうち公

共交通としてそれらを総称すれば「地域公共交通」とな

るが，「移動（=モビリティ）」と広くとらえれば，徒

歩や自転車，そしていわゆる小型の新モビリティなども

当然ながら対象となる．都市や地域の生活の質を決める

重要な要素のひとつが「移動の質」であり，ある都市や

地域においてその総体としての機能の維持や向上を目指

すのであれば，そのための計画は「地域交通計画」とい

うよりはモード統合型の「地域モビリティ計画」である

ことが望ましく，また目標となる都市像を設定したバッ

クキャスティング的な計画体系であることが望ましい．

たとえばヨーロッパでは，Sustainable Urban Mobility Plan 

(SUMP)と称する計画の策定が 2000 年代から行われてお

り，多くの都市においてその計画は，望ましい都市像を

目指したモードを統合した計画であり，SUMPの第 2版

のガイドライン（2019）でもモード統合的な計画とする

べきことが記されている．2）3） 

日本国内では，地域のモビリティのマスタープランと

呼べるものとして，公共交通は「地域公共交通計画」，

自転車は「自転車活用推進計画」が法的に位置付けられ

ている．人々の地域内での移動の体系からは極めて親和

性の高いこれらのモードは，本来は「地域モビリティ」

として一体的に捉えられるべきと考えられるが，この両

者が計画体系として明示的に連携／一体化する動きは現

状ではほぼ見られない．モード統合型および将来目標像

をもとにしたバックキャスティング的な計画としては，

「都市・地域総合交通戦略」がまさにそれにあたる．そ

の位置づけとして，目指すべき都市像を示す「都市計画

マスタープラン」や「立地適正化計画」はもちろん，モ

ード別計画である「地域公共交通計画」より下位のアク

ションプラン的なものとされているようである 4）． 

日本国内ではこのように計画体系上は別個に存在して

いる「公共交通」と「自転車」について，各自治体の個

別の計画策定において実質的な連携がありえるのか，と

いう問題意識のもとで，本稿では，各種計画の策定の手

引き等の記載をもとに，制度設計者である国の計画体系

における両者の連携に対する認識について整理する．ま

た，とくに自転車のうち「シェアサイクル」について，

自治体の計画上の位置づけと公共交通との関係性に着目

して，シェアサイクルの利用データを公開している自治

体（千葉市）を対象に，シェアサイクルの地域モビリテ

ィとしての位置づけという観点からの利用実績分析を試

みる． 
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2.   各種計画の「策定の手引き」等における公共交

通と自転車の計画体系上の連携に対する考え方 

 

 (1) 地域公共交通計画 

 地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方

針（平成二十六年総務省告示・国土交通省告示第一号，、

令和二年改正）5）では，地域公共交通計画の作成に関す

る基本的な事項に，検討に当たって留意することが重要

とする点として，「まちづくり（中略）との一体性の確

保」の項で「歩行空間や自転車利用環境の整備（中略）

も併せて検討することが考えられる．」と記し，公共交

通計画と，主にインフラ整備の観点からの歩行者・自転

車関連の計画との一体性の重視が謳われている． 

 2020 年に改訂された「地域公共交通計画等の作成と

運用の手引き」（入門編および詳細編）6）では，「地域

公共交通計画は，「地域にとって望ましい地域旅客運送

サービスの姿」を明らかにする「マスタープラン」とし

ての役割を果たすもの」としており，「地域公共交通計

画」の対象は「地域旅客運送サービス」と明示している． 

そして「既存の公共交通サービスを最大限活用した上で、

必要に応じて自家用有償旅客運送やスクールバス，福祉

輸送，病院・商業施設・宿泊施設・企業などの既存の民

間事業者による送迎サービス，物流サービス等の地域の

多様な輸送資源についても最大限活用する取組を盛り込

む」としている．一方で，このなかには徒歩や自転車

（シェアサイクルを含む）は含まれていない．また，上

位・関連計画との連携として，立地適正化計画をはじめ，

都市計画マスタープラン，中心市街地活性化基本計画，

都市・地域総合交通戦略は記されているが，自転車関連

の計画は特に示されていない． 

 これらからみると，地域モビリティのうち公共交通は，

移動需要にもとづく路線計画や運行計画を地域公共交通

計画で対象とする一方で，同じく地域モビリティを構成

する徒歩や自転車は，施設整備計画と連携すべきと謳わ

れているものの，移動需要としては捉えられておらず，

この観点からは，公共交通と徒歩・自転車は同じ次元で

は計画上は捉えられていない，といえる． 

 

(2) 地方版自転車活用推進計画 

 地方版自転車活用推進計画 策定の手引き(案) 7）では，

計画目標の設定方法として，「地域の関連計画や，自転

車に関する現状・課題を踏まえるとともに，国の推進計

画の目標を勘案した上で設定する」としている．その

「国の目標」には 4つが示され，そのうちの「目標１」

では，「自転車は 公共交通とともに公共性を有するモ

ビリティであることを踏まえ，それにふさわしい安全で

快適な自転車利用環境を計画的かつ継続的に創出すると

ともに、公共交通との連携を強化し、自転車利用を促進

する．」と，公共交通との連携が明記されている． 

 また，その目標を構成する施策例として「シェアサイ

クルの普及促進」が示され，そこでは「シェアサイクル

と公共交通機関との接続強化や，サイクルポートの設置

促進等により，シェアサイクルの普及を促進する」と記

され，さらにシェアサイクルの導入検討については，

「自転車が都市交通を支える公共性を有するモビリティ

であるという観点を踏まえ，シェアサイクルについて他

の移動手段との役割分担を明確にした上で，関係者と連

携し導入を検討する」と記され，地域公共交通計画に関

連する手引き等では記されていなかった，役割分担の明

確化の重要性が強調されている． 

また，「その他関連計画」として，関連する計画とし

て，「都市計画や市町村マスタープラン、交通分野の関

連計画である都市交通マスタープランや都市・地域総合

交通戦略等」に加えて，「地域公共交通網形成計画・再

編実施計画（当時）」が記されている． 

 これらだけからみると，自転車の計画は，公共交通を

含むその他のモードとの関係や役割分担を重視するもの

となっている． 

 しかし現実には，自治体の計画において，シェアサイ

クルが都市交通の中で位置づけられるまでに至っていな

い状況であり，そのことは，国土交通省の「シェアサイ

クルの在り方検討委員会」（2020年 3月～2021年 1月）
8）でも指摘されている．その委員会資料によると，国内

では，令和元年度末時点で 225市町村がシェアサイクル

を導入しており，そのうち 51 市町村が同計画を策定し，

そのなかでシェアサイクル事業を自治体の計画で位置づ

けている自治体は 17 市であった．同委員会でも，シェ

アサイクルの交通体系上の位置づけのあり方や，具体的

な計画手法について整理するまでには至っていない．  

自転車活用推進計画内にシェアサイクルの位置づけが

記されている場合でも，都市交通計画の観点からみたシ

ェアサイクルの利用実績や検証結果はほとんど記載がな

い．例えばシェアサイクル事業先進都市とされている，

金沢市，横浜市，そして次章の分析対象である千葉市で

は，自転車活用推進計画での自転車関連施策として事業

導入の目的が記述されているが，抽象的な記述が多く，

実証結果や検証に基づく事業評価は示されていない．こ

れらから，行政のシェアサイクル事業は，現状ではその

普及そのものが目的となっている可能性が高いと言える． 

 

(3) 地域のあるべき移動像の設定 

 公共交通と自転車について，徒歩やいわゆる新モビリ

ティも含め，地域内での各モードの役割分担や位置づけ

を明記することが，地域のあるべき移動像の設定に重要

である．しかし，都市計画マスタープランや立地適正化

計画では，移動像より上位の「あるべき都市像」を示す
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ものであり，その下位にあたる地域公共交通計画や自転

車活用推進計画では，各モードのあるべき姿は示してい

ても，モード横断型での「あるべき移動像」は計画体系

上は必ずしも示されない．また，都市・地域総合交通戦

略 4）では，「あるべき移動像や都市像」は示されるが，

対象となる戦略は施設計画が主であり，必ずしも地域公

共交通計画とは連携がしにくい現状がある． 

 

3.   都市交通としてのシェアサイクルの利用実態の

分析例 

 

シェアサイクル事業は，民間事業者が運営を行い，行

政が事業主体や協力者として運営補助を行うことが一般

的である．その利用履歴データは，民間事業者が保有し

ており，行政はその内部での活用は可能だが，それを積

極的に活用して自治体の計画に明示的に生かしている例

は少ないと思われる．利用履歴データの保有者でもある

シェアサイクル運営事業者が関心を抱く事業性の視点で

はなく，利用履歴データを直接扱わない行政の役割であ

る都市交通計画の観点から，利用データの分析を行うこ

とは，シェアサイクルを含めた自転車により公共的な性

格をもたせ，モード統合型の計画の策定にも資するもの

と思われる． 

 

(1) 千葉市のシェアサイクル利用履歴を活用した分析 

千葉市は，シェアサイクルの利用履歴データを公開し

ている数少ない事例である．シェアサイクル本格導入以

前の実証実験中の 2018年度から 2020年度までのデータ

が，2021 年度末頃まで市のウェブサイトで公開されて

いた 9）（2022 年 9 月現在，一時的に公開を停止中）．

そのデータを分析することで，都市交通計画の観点から

のシェアサイクルの利用実態を明らかにし，都市交通計

画におけるシェアサイクルの位置づけおよび行政のデー

タ活用に向けた方向性を示す． 

データの概要は以下の通りである． 

千葉市内では，2021年度末時点で 328か所のステーシ

ョンに 3000 台弱の自転車がシェアサイクルとして配置

されている．料金は 15分あたり 70円である． 

本分析では，2019 年度の利用記録データのうち，千

葉市内で完結するシェアサイクルのデータ(452,702 件)を

対象とする． 

公開されたオリジナルデータは，個々の利用に対する

「貸出/返却場所」「利用日」「貸出時間帯(１時間毎)」

「利用時間」の 4項目である．さらに，これをもとに，

貸出ステーションから返却ステーションまでの直線距離，

各ステーションの最寄りの鉄道駅とそれらの間の直接距

離等を分析のデータ項目として加えた． 

 

(2) 利用時間および移動距離(直線距離)の分布 

 

図-1 に，利用時間の分布を示す．千葉市のシェアサ

イクルでは，全体の 72.5％が 15 分以下で完結している．

これは料金体系（15分 70円）も大きな要因と考えられ

る．図-2 に，直線移動距離（貸出場所から返却場所と

の間の直線距離）の分布を示す．ここで 0mとなってい

るのは，周遊利用をして元の場所に戻った利用である．

それ以外の移動距離帯の最頻値は＜1200mから 1250m＞

であった．これが 2km 以上となると，利用者数は少な

くなる．これらの結果から，千葉市の場合は比較的短距

離での移動にシェアサイクルが活用されており，自動車

からシェアサイクルへの転換はおそらく極めて少ないも

のと想定される．  

図-1 利用時間の分布 

 

図-2 直線移動距離に対する利用回数の分布 

 

(3)  直行利用／寄り道利用／周遊利用の分類 

  

 シェアサイクルでは，貸出場所から返却場所までの利

用は，①寄り道をせずほぼ直行して利用(直行) ②途中

で自転車を一時的に下車(寄り道) ③出発地と同じまた

は至近の場所に返却（周遊）に大別される．これを平均

走行速度（直線距離からの算出）と直線移動距離との関

係から，それらの分類のための閾値を設定する．なおこ

こでは，実施には移動が成立していないと想定される 2

分以内の利用（すぐ借りて返す）のサンプルを除外して

分析する． 

 図-3 に，利用時間帯ごとの，「平均走行速度」（直

線距離からの算出）と「直線移動距離（中央値）」の分
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布を示す．直線移動距離の中央値が最も長い利用時間帯

は＜21～22 分＞であり，それより長い利用時間帯では，

利用時間が長くなるにつれて直線移動距離の中央値は短

くなる．これは利用時間が長くなるにつれて「周遊利

用」が多くなることを示している．また＜21～22 分＞

の時間帯での直線距離での平均走行速度は分速 122メー

トルであった． 

 

 

 図-3 利用時間帯ごとの「平均走行速度」（直線距離か

らの算出）と「直線移動距離（中央値）」の分布 

 

これをもとに，以下の利用タイプに分類するため

の閾値の基準を以下のように設定した． 

・直行利用：分速120m以上  

・寄道利用：分速120m未満かつ直線距離 250m以上  

・周遊利用：分速120m未満かつ直線距離 250m以下  

さらに以下にあたるものを上記から別に集計した． 

・短距離直行利用：分速 50m未満かつ直線距離 250m 

以下かつ利用時間10分未満  

・その他：利用時間 5分以下+分速 25m以下 

 図-4 に，上記で設定した基準を用いて分類したも

のを示す．直行利用が全体の 66.8％であり，寄り道を

している利用が 27.2％であった．周遊は 5.4％である．

これより，千葉市の場合は，シェアサイクルによる周

遊での移動は限定的であり，（2）での分析もあわせ

て，多くの利用が片道かつ直行利用かつ短距離である

ことが示される．このことから，シェアサイクルの利

用の多くは，徒歩や近距離のバス利用と競合関係にあ

ることが示唆される． 

 図-4 走行特性（直行・寄り道・周遊）の内訳 

 

(4)  鉄道駅とシェアサイクル利用との関係 

 

市内の各鉄道駅の出入り口から直線距離 250m 以内に

あるステーションを「駅」と設定し，それ以外のステー

ションを「外」とし，「駅」から発着するシェアサイク

ル利用を分析した． 

図-5 に，駅とそれ以外（「外」）の発着点別のシェ

アサイクル利用 ODと，直行・寄り道．周遊等の構成比

を示す． 

図-5 駅および駅以外（「外」）の発着点別のシェアサイク

ル利用ODと，直行・寄り道．周遊等の構成比 

 

図-5より，駅発着（駅―外，外―駅，駅―駅）の利

用が全体の約 3分の2を占めていることがわかる．とく

に駅―外と外―駅が多いことから，鉄道の端末利用，ま

たは鉄道駅直近の施設のアクセス・イグレスとしての利

用が多いことが想定される．ここで外―外の利用が全体

の約 3分の1であることをどう評価するかはいろいろあ

ろうが，駅からやや離れた地点どうしのシェアサイクル

利用が一定数あることは，既存の交通手段の補完として

シェアサイクルが一定の役割を果たしていることを示唆

している． 

図-6は，各ステーションを市内の鉄道駅の駅勢圏に

分類し，駅勢圏を超える／超えない利用の割合を示した

ものである．これより，「駅」どうしをODとする利用
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のうち，同一駅勢圏での移動（＝周遊利用）は 26.6％，

それ以外が異なる「駅」どうしでの移動である．同一路

線の別の駅への利用が 25.5％，異なる路線（JR／京成／

千葉都市モノレール）の別の駅への利用が 47.9％であっ

た．千葉市内では，上記の通り複数事業者路線があり，

それらの異なる駅間での利用が一定数あることが示され

た．異なる鉄道路線間の移動にシェアサイクルが利用さ

れていることが示唆される．また，駅―外／外―駅での

利用で，異なる駅勢圏間の利用が約 6割であることから，

最寄り駅とは異なる駅との移動にシェアサイクルが利用

されていることが示唆される．これらのことから，シェ

アサイクルが，鉄道利用の選択肢の幅を広げることにつ

ながっていることが示唆される． 

 

図-6 駅勢圏に着目したシェアサイクル利用ODの構成比 

 

4. おわりに 

 

第 3章のような分析から，駅までの直線距離や走行特

性の分類を通して，移動タイプの分類と検証が可能であ

ることを明らかにした．千葉市のケースにおいては，異

なる駅勢圏間の利用が多いことから，シェアサイクルが

人々の移動範囲を広げ既存の交通網を補完している状況

が示唆された．一方で，本分析では示していないが，バ

スとシェアサイクルが競合している可能性もあり得る． 

都市交通計画の観点では，自動車交通を抑制するため

に，徒歩や公共交通からの転換よりは，自動車からの転

換が望ましい．自治体がシェアサイクル事業者のデータ

を活用し，本分析のような比較的簡易な分析でも，回遊

性の向上や自動車から自転車への転換，既存の公共交通

の補完などのシェアサイクルの都市交通計画上の位置づ

けについて，一定程度の検証が可能と思われる． 
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